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ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
家
族
法
の
多
く
は
制
定
法
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い

る
。
た
と
え
ば
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
は
、
一
八
八
一
年
に
養
子
縁
組
を

制
定
法
に
よ
っ
て
認
め
た
最
初
の
国
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
は
、
イ
ギ
リ
ス
法
を
継
受
し
て
お
り
、
そ
の
例
と
し

て
、
既
婚
女
性
の
財
産
に
関
す
る
法
（T

he
 Ma

rr
ied

 W
ome

n,s
 P
rop

ert
y 

L
egi

sla
tio

n

）
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。 

一
 

 

は
じ
め
に 

 

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
現
行
家
族
法
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
ニ
ュ

ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
お
け
る
最
近
の
社
会
情
勢
や
家
族
観
を
反
映
し
た
も
の

と
な
っ
て
い
る
。
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
は
、一
九
七
六
年
婚
姻
財
産
法
（T

he 

M
arr

ied Wom
en

,s P
rop

ert
y L

egi
sla

tio
n 1

976

）
で
、
婚
姻
期
間
中

に
獲
得
し
た
財
産
は
、
寄
与
度
に
応
じ
て
公
平
に
分
割
さ
れ
る
べ
き
で
あ

り
、
家
事
労
働
や
育
児
の
よ
う
な
婚
姻
生
活
へ
の
貢
献
は
、
賃
金
収
入
や

財
産
獲
得
と
同
等
の
貢
献
で
あ
る
と
し
た
原
則
を
、
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の

中
で
早
い
時
期
に
導
入
し
た
国
の
一
つ
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ニ

ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
は
、
ま
た
、
一
九
三
八
年
社
会
保
障
法
（The

 So
cia

l
 

S
ecu

rit
y A

ct
 1
938

）
に
よ
っ
て
、
生
涯
に
わ
た
る
家
族
の
安
全
を
保
障

し
、
一
九
七
三
年
家
族
支
援
法
（Th

e Dom
est

ic
 P
urp

ose
s Ben

efi
t Act 

1
973

）
に
よ
っ
て
、
単
独
親
の
一
時
的
支
援
を
提
供
す
る
制
度
を
確
立
し

て
い
る
。
一
九
七
〇
年
代
後
半
と
一
九
八
〇
年
代
に
な
っ
て
、
裁
判
制
度

に
つ
い
て
の
王
立
委
員
会
の
報
告
書
（R

epo
rt
 
of
 
th
e 

Roy
al 

C
omm

iss
ion on the C

our
ts 1

978

）
は
、
家
族
法
と
家
事
事
件
を
解
決

す
る
た
め
の
手
続
を
大
幅
に
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
と
結
論
づ
け
た
。
一

九
八
〇
年
家
事
事
件
手
続
法
（T

he 
Fam

ily
 Pr

oce
edi

ngs
 Ac

t 1
980

）

、
こ
の
報
告
書
に
も
と
づ
く
改
正
の
最
も
重
要
な
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。 

 

最
近
の
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
家
族
法
改
正
の
動
き
は
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ

ン
ド
社
会
に
お
け
る
家
族
や
人
間
関
係
の
変
容
に
対
応
し
よ
う
と
し
て
い

る
努
力
が
強
く
う
か
が
わ
れ
る
。「
七 

お
わ
り
に
―
法
改
正
の
動
向
」
で

紹
介
す
る
が
、
二
〇
〇
四
年
シ
ビ
ル
・
ユ
ニ
オ
ン
法
（Th

e Civi
l Uni

ons 

A
ct 200

4

）
や
二
〇
〇
四
年
児
童
監
護
法
（The

 Ca
re of Chil

dre
n A

ct 

2
004

）
と
い
っ
た
時
代
を
先
取
り
す
る
よ
う
な
立
法
が
な
さ
れ
、
注
目
す

べ
き
法
律
が
い
く
つ
か
制
定
さ
れ
て
い
る
。 

 

１

判
所

 

家
庭
裁
判
所
は
、
地
方
裁
判
所
（Dis

tri
ct 

Cou
rts

）
（
一
九
八
〇
年

家
事
事
件
手
続
法
四
条
）
の
一
つ
で
あ
り
、
家
族
法
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る

問
題
に
つ
い
て
の
広
い
管
轄
権
を
有
し
て
い
る
（
一
九
八
〇
年
家
事
事
件

手
続

一
一
条
）
。
家
庭
裁
判
所
の
主
な
特
徴
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。 

 

は

 

 

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
家
庭
裁

 

法
① 

家
庭
裁
判
所
の
裁
判
官
は
、
こ
の
領
域
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
で
あ

り
、
識
見
、
人
格
を
備
え
た
人
の
中
か
ら
、
コ
ン
シ
リ
エ
イ
シ
ョ
ン

や
メ
デ
ィ
エ
イ
シ
ョ
ン
と
い
っ
た
方
法
で
対
審
構
造
を
と
ら
な
い
で

家
事
事
件
を
解
決
す
る
と
い
う
特
性
を
考
慮
し
て
選
任
さ
れ
る
【
注

】
。 

１
② 

訴
訟
を
回
避
し
て
当
事
者
の
合
意
に
も
と
づ
い
て
紛
争
を
解
決
す

る
こ
と
が
重
要
視
さ
れ
る
。   
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つ
づ
く
） 
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